
鈴鹿市教育委員会告示第６号 

鈴鹿市立小学校小規模特認校の就学等に関する要綱を廃止する告示を次のように定

める。 

令和７年１２月２６日 

 

鈴鹿市教育委員会 

 

鈴鹿市立小学校小規模特認校の就学等に関する要綱を廃止する告示 

鈴鹿市立小学校小規模特認校の就学等に関する要綱（平成２６年鈴鹿市教育委員会

告示第５号）は、廃止する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示の施行日前にこの告示による廃止前の鈴鹿市立小学校小規模特認校の就

学等に関する要綱第１０条の規定により通知した小規模特認校への転入学の許可に

ついては、なお従前の例による。 

３ 前項の場合において、小規模特認校への転入学の許可は鈴鹿市立天栄小学校への

転入学の許可とし、鈴鹿市立天栄小学校を卒業した児童は鈴鹿市立天栄中学校へ入

学するものとする。 


